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平成２８年度一般会計決算見込みの概要について 
 

平成 29 年 8 月 4 日 
千葉県総務部財政課 
0 4 3 ( 2 2 3 ) 2 0 7 6 

１ 決算見込みのポイント 
  

○ 平成 28 年度一般会計の決算は、歳入が、前年度比 2.9％減（492 億円減）の 

1 兆 6,319 億円、歳出が、前年度比 3.3％減（554 億円減）の 1 兆 6,170 億

円であり、いずれも減となりました。 
   

○ これは、歳入については、臨時財政対策債の減や平成 27 年度に県立学校耐震化 

事業が概ね終了したことなどにより県債が減少したこと、歳出については、医療、

介護給付などの社会保障関係経費が増加したものの、県有施設長寿命化等推進 

基金や財政調整基金への積立てが大幅に減少したことなどが主な要因です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 平成 28 年度の一般会計決算における実質収支は、６８億円の黒字と     

なりました。 

 

 

 

 
※1 翌年度に繰り越すべき財源 
    歳入のうち、翌年度に繰り越した事業の財源となるもの。  
※2 実質収支 

歳入総額から歳出総額を差し引いた額（形式収支）から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額
をいう。通常、「黒字団体」・「赤字団体」という場合は、実質収支の黒字・赤字により判断する。 

〔平成28年度 一般会計決算収支の状況〕                  （単位：百万円、％） 

区   分 
28 年 度 

①  
27 年 度 

② 
比  較 
①－②=③ 

増減率 
③／② 

歳 入 総 額 A 1,631,865 1,681,025 △49,160 △2.9 

歳 出 総 額 B 1,617,022 1,672,373 △55,351 △3.3 

歳入歳出差引 C=A－B 14,843 8,651 6,192  

翌年度に繰り越すべき財源※１ D 8,034 7,235 799  

実 質 収 支※2 C－D 6,808 1,416 5,392  

⁑表示単位未満を四捨五入して端数処理しているため、表内の計算が合わない場合があります。 
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２ 歳入決算 

（単位：百万円） 

区  分 
28年度 

A 

27年度 

B 

比較 

A－B=C 

増減率 

C／B 

①  県        税 781,887 780,531 1,356 0.2％ 

う 
 
 
ち 

個 人 県 民 税 271,973 278,589 △6,616 △2.4％ 

法 人 二 税 155,792 137,897 17,895 13.0％ 

地 方 消 費 税 195,339 202,266 △6,927 △3.4％ 

そ の 他 の 税 158,783 161,780 △2,997 △1.9％ 

② 地 方 交 付 税 184,469 179,758 4,711 2.6％ 

う 

ち 

普 通 交 付 税 

下記の臨時財政対策債を
含む実質的な普通交付税 

180,226 

（292,840） 

168,143 

（295,464） 

12,083 

（△2,624） 

7.2％ 

（△0.9％） 

特 別 交 付 税 4,242 11,615 △7,373 △63.5％ 

③ 国  庫  支  出  金 172,285 169,591 2,694 1.6％ 

④ 繰    入    金 19,758 26,116 △6,358 △24.3％ 

⑤ 諸    収    入 172,123 173,789 △1,666 △1.0％ 

⑥ 県         債 169,869 191,110 △21,241 △11.1％ 

う 
ち 

臨 時 財 政 対 策 債 ※ 3 112,614 127,321 △14,707 △11.6％ 

 そ    の    他 131,474 160,130 △28,656 △17.9％ 

う 
ち 

⑦地方法人特別譲与税※4 76,244 89,565 △13,321 △14.9％ 

繰    越    金 8,651 19,044 △10,393 △54.6％ 

計 1,631,865 1,681,025 △49,160 △2.9％ 

 

 

 

 

※ 3 臨時財政対策債 
   平成 13 年度から、地方全体の財源不足の補てん措置の一環として設けられた特例地方債で、投資的経費以外 

にも一般財源として充てることができる。償還費については、全額が後年度に普通交付税の基準財政需要額に 
算入され、交付税措置される。 

※ 4 地方法人特別譲与税  
地方税の都道府県ごとの偏在を是正するため、法人事業税の一部を国税化（地方法人特別税）したうえで、

人口と従業員数を基準に都道府県に再配分（地方法人特別譲与税）されている。 
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≪主な増減要因≫ 

① 県 税 

円高・原油安の影響による地方消費税の減や株価低迷による個人県民税の減  

など減要素がある一方、税制改正や企業収益の増加により法人二税が増収となり、

全体としては 0.2％増の 7,819 億円となりました。 
※ 地方消費税の税率引上げによる増収分(市町村交付金を除く 433 億円)については、全額社会保障関係 

経費(一般財源ベース 2,421億円)の財源に充てています。 

 

② 地方交付税  

地方交付税は 2.6％増の 1,845 億円となりました。 

 なお、臨時財政対策債を含む実質的な普通交付税は、県税収入の増などにより、

0.9％減の 2,928 億円となりました。 

 

③ 国庫支出金  

公立高校の就学支援金の学年進行や国民健康保険財政安定化基金の造成に  

要する交付金が増加したことなどから、1.6％増の 1,723 億円となりました。 

 

④ 繰入金 

緊急雇用創出事業等臨時特例基金や安心こども基金など、国の経済対策により 

造成した基金を活用する事業が減少したことなどから、24.3％減の 198 億円と  

なりました。 

 

⑤ 諸収入 

     中小企業振興資金に係る貸付金の返還額が減少したことなどから、1.0％減の

1,721 億円となりました。 

 

⑥ 県 債 

平成27年度に県立学校耐震化事業が概ね終了したことなどにより建設地方債等

が減少したことに加え、臨時財政対策債が減少したことから、11.1％減の 1,699 

億円となりました。 

 

⑦ 地方法人特別譲与税 

税制改正により、地方法人特別譲与税の原資となる地方法人特別税（国税）の  

税率が引き下げられたことから、14.9％減の 762 億円となりました。 
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３ 歳出決算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※5 扶助費 
   地方公共団体が生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づき、被扶助者に対して支給する費用及び、  

地方公共団体が単独で行っているこれに類する各種扶助の支出額のこと。 
 

                                                （単位：百万円） 

区   分 
28 年度 

A 

27 年度 

B 

比 較 

A－B=C 

増減率 

C／B 

①人   件   費 576,066 574,272 1,794 0.3％ 

②扶   助   費※5 34,482 33,352 1,130 3.4％ 

③公   債   費 198,774 193,706 5,068 2.6％ 

④ 投  資  的  経  費 126,911 141,426 △14,515 △10.3％ 

う

ち 

普 通 建 設 事 業   109,938 112,858 △2,920 △2.6％ 

直 轄 16,120 27,822 △11,702 △42.1％ 

災  害  復  旧 838 746 92 12.3％ 

⑤ 補  助  費  等 464,309 474,116 △9,807 △2.1％ 

う

ち 
税 関 係 交 付 金 127,739 144,079 △16,340 △11.3％ 

⑥ そ の 他 216,480 255,501 △39,021 △15.3％ 

う

ち 

積  立   金 10,234 36,342 △26,108 △71.8％ 

繰  出  金 7,314 14,560 △7,246 △49.8％ 

     計 1,617,022 1,672,373 △55,351 △3.3％ 
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① 人件費 

退職手当の減や職員構成の若返りによる減要素がある一方、給与改定経費の増 

に伴い、0.3％増の 5,761 億円になりました。 

 

② 扶助費 

児童保護措置費や難病医療費助成事業などの社会保障関係経費が増加したこと

などにより、3.4％増の 345 億円になりました。 

 

③ 公債費 

  普通交付税の振替である臨時財政対策債の残高の増により、これに係る元利 

償還金が増加したことから、2.6％増の 1,988 億円になりました。 

 

④ 投資的経費 

土地改良事業（直轄事業負担金）にかかる国への繰上償還金の減や平成27年度

に県立学校耐震化事業が概ね終了したことなどから、10.3％減の1,269億円となり 

ました。 

 

⑤ 補助費等 

後期高齢者医療給付費県負担金などの社会保障関係経費や公立高校就学  

支援金が増加する一方、地方消費税の減収などに伴い税関係交付金が大幅に減少

したことなどから、2.1％減の 4,643 億円となりました。 

⑥ その他 

県有施設長寿命化等推進基金への積立て（積立金）や財政調整基金への積立て 

（繰出金）が減となったことなどにより、15.3％減の 2,165 億円となっています。 

※社会保障関係経費について 

   生活保護、児童・障害者福祉、医療、介護等に要する社会保障関係経費については、

高齢化の進展等により、引き続き増加しています。 

    

  （主なもの） 

    ・介護給付費県負担金         529 億円（前年度比 + 9 億円 +  1.8%） 

    ・後期高齢者医療給付費県負担金    424 億円（前年度比 +22 億円 +  5.6%） 

        ・自立支援給付費県負担金       172 億円（前年度比 +11 億円 +  6.9%） 

    ・施設型給付費             93 億円（前年度比 +18 億円 + 24.0%） 

        ・後期高齢者医療広域連合経営安定化対策事業 

                        96 億円（前年度比 +12 億円 + 13.9%） 
 

≪主な増減要因≫ 

○社会保障関係経費（全体）   2,587 億円（前年度比 ＋103 億円 ＋4.1%） 
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４ 今後に向けて 

   

○ 平成 28 年度は、円高・原油安の影響による地方消費税の減収などにより県税

収入が伸び悩む中、執行段階での経費節減に取り組んだことなどから、黒字を 

確保することができました。 

 

○ しかしながら、県税や地方交付税などの歳入の大幅な伸びが期待できない中、

社会保障費などの義務的経費が増加し、老朽化が進む県有施設への対応が必要と

なるなど、厳しい状況が続くことが見込まれます。 

 

○ このため、引き続き、事務事業の見直し、自主財源の確保、財政調整基金等

の積立・確保、資産マネジメントなどの取組を進め、計画的な財政運営に   

努めてまいります。 
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＜参考一覧＞ 

                                             

（参考１）一般会計の目的別歳出決算の状況 

（参考２）県債残高の推移 

（参考３）普通会計の決算見込み 

（参考４）平成 28 年度決算見込みに基づく健全化判断比率等 
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（参考１） 一般会計の目的別歳出※6決算の状況  

○ 目的別歳出決算は、下記のとおりです。                                        

（単位：百万円） 

区  分 
28年度 27年度 比較 

備 考 
決算額 ① 構成比 決算額 ② 構成比 ①-② 

総 務 費 106,846 6.6％ 135,198 8.1% △28,352 

・県有施設長寿命化等推進基金積立金 

             △170 億円 

・(特)財政調整基金繰出金  △74 億円 

・平成 27 年度国勢調査    △25 億円 

民 生 費 258,025 16.0％ 256,969 15.4％ 1,056 
・施設型給付費             +18 億円 

・地域型保育給付費      +6 億円 

・安心こども基金積立金    △15 億円 

衛 生 費 65,299 4.0％ 68,159 4.1％ △2,860 

・地域医療介護総合確保基金積立金 

 △70 億円 

・医学部設置支援事業     +13 億円 

・衛生研究所施設整備事業   +12 億円 

・地域中核医療機関整備促進事業+7億円  

環 境 費 4,815 0.3％ 5,748 0.3％ △933 
・再生可能エネルギー等導入推進基金 

事業                    △9 億円 

商 工 労 働 費 154,711 9.6％ 164,796 9.9％ △10,085 

・緊急雇用創出事業等臨時特例基金 

返還金                  △35 億円 

・地域住民生活等緊急支援のための 

 交付金事業       △40 億円 

・中小企業振興資金事業    △27 億円             

農林水産業費 41,403 2.6％ 46,422 2.8％ △5,019 
・直轄事業負担金     △73 億円 

・農地防災事業       +6 億円 

土 木 費 107,089 6.6％ 102,682 6.1％ 4,407 
・街路費          +55億円 

・河川海岸費        +31億円 

・道路直轄事業負担金    △46億円 

警 察 費 141,600 8.8％ 142,338 8.5％ △738 
・人件費                     +6億円 

・千葉中央警察署耐震改修・別館 

建設事業                 △9億円 

教 育 費 416,920 25.8％ 418,239 25.0％ △1,319 
・人件費                    +23億円 

・高等学校等就学支援金      +31億円 

・高等学校施設整備事業     △77億円 

公 債 費 199,729 12.4％ 194,849 11.7％ 4,880 
・満期一括分積立金及び利子 +47億円  

・定時償還分の元金及び利子  +4億円 

災 害 復 旧 費 759 0.1％ 746 0.1％ 13 ・農林水産施設         +1億円 

そ の 他 119,825 7.4％ 136,227 8.1％ △16,402 ・税関係交付金      △163億円 

計 1,617,022 100％ 1,672,373 100％ △55,351  

 

※6 目的別歳出 

地方公共団体の経費を、その行政目的によって分類したもの。   
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（参考２） 県債残高の推移 
 

 ○ 県債残高（満期一括償還のための積立金を除いた実質残高）は3兆621億円と 

なり前年度に比べ62億円、0.2％増加しましたが、普通交付税の振替である臨時

財政対策債等を除いた建設地方債等の残高は1兆4,290億円で、前年度に比べ492

億円、3.3％減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（億円） 

区    分 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

建 設 地 方 債 等 ① 17,855 17,769 17,632 17,142 16,749 16,299 15,705 15,214 14,782 14,290 

 建 設 地 方 債 17,279 16,933 16,571 16,096 15,723 15,306 14,752 14,303 13,913 13,463 

 退 職 手 当 債 576 836 1,061 1,046 1,026 993 953 911 869 827 

臨時財政対策債等② 5,220 5,975 7,292 9,097 10,680 12,168 13,687 14,999 15,777 16,331 

計（①  ＋  ②） 23,075 23,744 24,924 26,239 27,429 28,467 29,392 30,213 30,559 30,621 

（参考）満期一括償還 

のための積立金残高 

1,517 1,932 2,177 2,442 2,818 3,166 3,342 3,526 3,722 4,125 

 

 

 

 

 

17,279 16,933 16,571 16,096 15,723 15,306 14,752 14,303 13,913 13,463

576 836 1,061
1,046 1,026 993 953 911 869 827

5,220 5,975 7,292 9,097 10,680 12,168 13,687 14,999 15,777 16,331 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

億円

年度

建設地方債 退職手当債 臨時財政対策債・減税補てん債等

23,075 23,744
24,924

26,239
27,429 28,467 29,392 30,213

臨時財政対策債・減税補てん債等

退職手当債

建設地方債

(17,855) (17,769) (17,632) (17,142) (16,749) (16,299)     (15,705)          (15,214)        (14,782)         (14,290）

（建設地方債＋退職手当債）

30,559 30,621 
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（参考３） 普通会計の決算見込み 
 
（１）平成 28 年度 普通会計※7決算収支の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 一般会計に公営事業会計※8 以外の特別会計を加えた普通会計の決算は、  

歳入で前年度比 2.6％減の 1 兆 6,595 億円、歳出で前年度比 3.2％減の    

1 兆 6,338 億円となり、実質収支は 146 億円の黒字となりました。 

 

 

（２）経常収支比率 ※9 

 

 

 

○ 経常収支比率については、社会保障関係経費の増等により経常経費が  

伸びたことで、前年度比で 0.8 ポイント上昇し 97.1％となりました。 

 

 

 

 

※7  普通会計                   
一般会計と特別会計（公営事業会計を除く）を合わせた統計上の会計で、総務省が毎年度行う地方

財政状況調査（決算統計）において、全国の自治体の財政状況を統一ルールに基づいて比較するため

設けられたもの。千葉県の場合、一般会計と 15 の特別会計を合わせた全 16 会計からなる。 

※8  公営事業会計                   

地方公共団体が行う公営企業会計、収益事業会計等の総称。千葉県の場合、公営企業会計 8 会計   

（上水道事業会計、病院事業会計等）、収益事業会計１会計（公営競技事業会計）の全 9 会計がある。 

※9  経常収支比率 

人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一般

財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）、

減収補てん債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。この割合が高いほど、自由に使える

財源が少ないことになり、財政構造が硬直化しているとされる。 

         （計算式）           経常経費充当一般財源 

                経常一般財源＋減収補てん債特例分＋臨時財 
 

区   分 28 年 度 ① 27 年 度 ② 比 較 ①－② 
 

経常収支比率（%） 97.1 96.3 0.8 

×１００ 

      （単位：百万円） 

区   分 
28年度 

① 

27年度 

② 

比  較 

①－②＝③ 

増減率 

③／② 

歳 入 総 額 A 1,659,526 1,703,674 △44,148 △2.6％ 

歳 出 総 額 B 1,633,756 1,687,142 △53,386 △3.2％ 

歳入歳出差引 C=A－B 25,770 16,532 9,238  

翌年度へ繰り越すべき財源D 11,171 11,103 68  

実 質 収 支 C－D 14,599 5,429 9,170  
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（参考４）平成２８年度決算見込みに基づく健全化判断比率等 
 

 

１ 健全化判断比率 

 「健全化判断比率」は、いずれの指標も早期健全化基準を下回りました。 

 

実質赤字比率 
28 年度 27 年度  早期健全化基準 財政再生基準 

－ －  3.75％ 5.0％ 

○  一般会計等の実質収支が黒字のため、実質赤字比率は「該当なし」です。 

 

連結実質赤字比率 
28 年度 27 年度  早期健全化基準 財政再生基準 

－ －  8.75％ 15.0％ 

○ 公営企業会計を含むすべての会計の実質収支が黒字（公営企業においては 

資金不足なし）のため、連結実質赤字比率は「該当なし」です。 

 

実質公債費比率 
28 年度 27 年度  早期健全化基準 財政再生基準 

10.4％ 10.9％  25.0％ 35.0％ 

○  建設地方債等残高の減や近年の低金利による金利負担軽減などに伴う元利 

償還金の減等により、前年度の１０．９％から１０．４％と０．５ポイント

改善しました。 

 

将来負担比率 
28 年度 27 年度  早期健全化基準 財政再生基準 

154.2％ 155.7％  400.0％ 基準なし 

○  建設地方債等の残高や退職手当支給予定額等の将来負担額が減少すると   

ともに、充当可能な基金が増加したことなどにより、前年度の１５５．７％  

から１５４．２％と１．５ポイント改善しました。 

 

２ 各公営企業の資金不足比率  【経営健全化基準 20.0%】 

資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当ありません。 

 

 

※早期健全化基準 

健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は「財政健全化団体」となり、財政健全化  

計画を策定して、自主的な財政健全化に取り組むことが求められます。 

※財政再生基準 

健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には「財政再生団体」となり、財政再生計画を

策定して、国の関与の下、厳しい歳出削減と歳入の確保に取り組むことになります。 
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＜健全化判断比率等の算出式＞ 

 

実質赤字比率 ＝  

 

・一般会計等：一般会計及び公営事業を除く 14 の特別会計(県債管理事業、市町村振興資金等） 

・実質赤字額：「歳入歳出差引額（形式収支）」から「翌年度に繰り越すべき財源」を控除した実質的な      

収支決算額（実質収支）が赤字の場合の当該赤字の額 

・標準財政規模：普通交付税、標準税収入額等の経常的な一般財源の規模 

 

 

連結実質赤字比率 ＝  

 

・連結実質赤字額：①＋②の合計額 

①一般会計等及び公営事業（公営企業以外）に係る特別会計(公営競技事業)の実質赤字額 

②公営企業に係る特別会計(上水道事業、病院事業、造成土地管理事業などの 8 の特別会計)の資金不足額 

 

 

実質公債費比率 ＝ 

（３か年平均） 

 

②地方債の元利償還金：一般会計等に係る公債費に充当した一般財源等の額 

③準元利償還金：(ｱ)～(ｵ)の合計額 

(ｱ)満期一括償還地方債の 1 年当たりの元金償還金相当額（年度割相当額）等 

(ｲ)公営企業債の償還財源に充当した一般会計等からの繰入金 

(ｳ)組合等が起こした地方債の償還財源に充当した負担金・補助金 
［対象組合］北千葉広域水道企業団、君津広域水道企業団 

(ｴ)公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出（PFI 事業に係るもの、国営土地改良事業等の負担金など） 

(ｵ)一時借入金の利子 

④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額： 

地方交付税の基準財政需要額に算入される元利償還金及び準元利償還金 

 

 

実質公債費比率の内訳
単位：億円

平成28年度 平成27年度 平成26年度
28年度と

27年度の差引

922 958 1,005 △ 36

地方債の元利償還金（特定財源控除後）　② 757 774 799 △ 17

1,474 1,465 1,414 9

1,309 1,281 1,208 28

9,300 9,277 8,998 23

標準財政規模　　　⑥ 10,609 10,558 10,206 51

1,309 1,281 1,208 28

9.9 10.3 11.1 △ 0.4

　※単年度の実質公債費比率は小数第２位以下切り捨てで表記

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額
算入額　　　⑦

構　　成　　要　　素

分　　子　　　①＝②＋③－④

準元利償還金　　　　　③

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額
算入額　　　④

分　　母　　　⑤＝⑥－⑦

単年度の比率　①／⑤

実質公債費比率（平成26年度～28年度平均) 10.4

【参考】平成25年度～27年度平均 10.9

一般会計等の実質赤字額 

標準財政規模 

連結実質赤字額 

標準財政規模 

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 
（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
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将来負担比率 ＝ 

 

②将来負担額：③～⑩の合計額 

③一般会計等の年度末地方債現在高  

④債務負担行為に基づく支出予定額（PFI 事業に係るもの、国営土地改良事業等の負担金など） 

⑤公営企業債の償還財源に充当する一般会計等からの負担等見込額     

⑥組合等が起こした地方債の償還財源に充当する県からの負担等見込額 
［対象組合］北千葉広域水道企業団、君津広域水道企業団 

⑦退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額） 

⑧設立法人の負債等に係る一般会計等の負担見込額     
［対象法人］千葉県道路公社、千葉県土地開発公社、(公社)千葉県園芸協会、 

(一財)千葉県まちづくり公社、千葉県信用保証協会、(公財)千葉県産業振興センター 

             千葉県漁業協同組合連合会 

⑨連結実質赤字額 

⑩組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 
［対象組合］千葉県競馬組合、北千葉広域水道企業団、君津広域水道企業団   

⑫充当可能基金額：地方債の償還額等（上記③～⑧）に充てることができる基金残高 

⑬特定財源見込額：地方債の償還額等に充てることができる特定財源（公営住宅の使用料など） 

⑭地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額： 

今後、地方交付税の基準財政需要額に算入される見込みの元利償還金及び準元利償還金 

 

 

将来負担比率の内訳
単位：億円

平成28年度 平成27年度 差　引 備　　　　考

14,349 14,452 △ 103

40,259 39,995 264

35,020 34,580 440

うち臨時財政対策債以外の地方債現在高 18,860 19,327 △ 467

384 424 △ 40
県が債務を負担する行為につき、その行為
の内容として定めたもの

434 404 30
地方債の償還に係る一般会計等からの
繰入金

1 △ 1
一部事務組合が発行した地方債の
償還に係る県の負担見込額

4,395 4,572 △ 177
年度末に全職員が自己都合退職したと仮定
した場合の退職手当の支給予定額

26 14 12
公社、第三セクター等の負債、短期貸付金等
に係る一般会計等の将来負担額

公営企業会計を含む全会計を対象とした
実質赤字額（資金不足額）

県が加入する一部事務組合の実質赤字額に
対する一般会計等の負担見込額

25,910 25,543 367

5,915 5,600 315
地方債の償還額等に充当可能な
基金の残高

1,013 1,107 △ 94
地方債の償還額等に充当可能な
特定の歳入見込額

18,982 18,836 146
今後、地方交付税の算定上、基準財政需要額
に算入される見込みの元利償還金等

9,300 9,277 23

標準財政規模　　　⑯ 10,609 10,558 51

1,309 1,281 28

154.2 155.7 △ 1.5

構　　成　　要　　素

分　　子　　①＝②－⑪

将来負担額　　②＝③＋④＋⑤＋⑥＋⑦＋⑧＋⑨＋⑩

組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の
負担見込額　　⑩

一般会計等の年度末地方債現在高　　③

債務負担行為に基づく支出予定額　　④

公営企業債の償還財源に充当する一般会計等からの
負担等見込額　　⑤

組合等が起こした地方債の償還財源に充当する
県からの負担等見込額　　⑥

退職手当支給予定額　　⑦

設立法人の負債等に係る一般会計等の負担見込額　　⑧

連結実質赤字額　　　⑨

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額
算入額　　⑰

将来負担比率（％）　　①／⑮

将来負担額からの控除額　　⑪＝⑫＋⑬＋⑭

充当可能基金額　　⑫

特定財源見込額　　⑬

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額　　⑭

分　　母　　　⑮＝⑯－⑰

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋ 
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額） 

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 
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資金不足比率 ＝  

 
・資金の不足額： 

［法 適 用 企 業］資金の不足額＝（流動負債－流動資産） 

［法非適用企業］資金の不足額＝（歳入歳出差引額－翌年度に繰り越すべき財源） 

・事業の規模 

［法 適 用 企 業］事業の規模＝営業収益の額－受託工事収益の額 

［法非適用企業］事業の規模＝営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額 

※法 適 用 企 業：地方公営企業法の規定の全部又は一部を適用する企業（上水道事業、病院事業、工業用水道事業、 

造成土地管理事業） 

※法非適用企業：地方財政法第 6 条に規定する政令で定める公営企業（工業団地整備事業、流域下水道事業、 

港湾整備事業、土地区画整理事業）  

 

 

 

 

 

◎早期健全化基準とは 
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は「財政健全化団体」となり、「地方公共 

団体の財政の健全化に関する法律」に基づく財政健全化計画を策定し、自主的な財政健全化に取り  

組むことが求められます。また、計画の実施状況によっては総務大臣から勧告を受けることになるなど、 

行財政運営に一定の制約がかかります。 

 

◎財政再生基準とは 
健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には「財政再生団体」となり、国の関与による

確実な財政の再生を図るために財政再生計画を策定し、厳しい歳出削減と歳入の確保に取り組むことに

なります。 

なお、「財政再生団体」は、財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧 

事業等を除き、地方債を起こすことができません。 

 

資金の不足額 

事業の規模 


